
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、キャッシュレス決済の継続利用及びキャッ

シュレス決済導入店舗への誘客促進の取組みをスタンプカードによる代金割引サービスで行う事業

者に、補助金を交付します。詳しくは、ホームページをご覧になるかお問い合わせください。

「黒石市キャッシュレス決済利用促進事業」

参加事業者を募集します！

対象店舗

市内にある店舗または事業者（フランチャイズ店を含む）で次の条件に該当するもの
①令和５年１月３１日（火）まで継続してキャッシュレス決済を行い、スタンプカードに
よる代金割引サービスを行うこと。
②市税等に滞納がないこと。
③営業に必要な許可を受けていること。 ※その他の要件があります。

補助金額

実際に割引した額を補助します。ただし1店舗5万円を上限とします。

参加募集期限 ※延長しました。

令和４年１２月２１日（水）※予算額に達し次第受付終了。

申込方法

参加申込書に必要書類を添付し、市商工課へ持参してください。
※必要書類についてはお問い合わせください。申込書は産業会館１階に備え付けております。

提出先・問合せ先

〒０３６－０３９６ 黒石市大字市ノ町１１番地１（黒石市産業会館３Ｆ）
黒石市商工観光部商工課 ☎０１７２－５２－２１１１（内線641）

事業の流れ

※スタンプは申請時に決めたものを使用し、その他のスタンプでの押印は無効となります。
※使用するスタンプカードは市で用意いたします。（個別に作成していただく必要はございません）
※設定金額・スタンプ数・割引額については、事業者からの申請を基に決定いたします。
※実績報告の際は、実績報告書、回収したスタンプカード、取引明細書等を提出いただきます。

黒石市

店舗

⑤終了したら実績報告。

②キャッシュレス決済を
利用して店舗で支払い

③設定金額（500円以上）のキャッシュレス決済
利用者にスタンプカード発行。
④スタンプが貯まったら、次回来店時、代金から
割引し、スタンプカード回収。

①参加申込み。

⑥実績報告後、実際の割引額を交付(上限５万円）。

利用客
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